
◆５月26日、子ども・子育て会議と同基準検討部会の合同会議で、新制度におけるサービス種別ごとの公定価格の仮

単価が示されました。税制抜本改革法の定めの通りの消費税率引き上げが行われた場合、平成29年度に消費税増収額

が満年度化し、子ども・子育て支援分野に0.7兆円程度の財源が確保される予定であり、「0.7兆円の範囲で実施する事

項」をもとに今般の仮単価が作成されています。他方、平成27･28年度は消費税増収額が満年度化する前の年度であり、

消費税増収額のうち子ども・子育て支援分野に充てられる額は各年度の予算編成を経て確定することから、平成27･28 

年度の単価は各年度の予算編成時に確定されますが、この場合の公定価格は「0.7兆円の範囲で実施する事項」を反映

する前の水準と、今般示された仮単価の間の水準となることが想定されています。

また、同会議の委員や幼稚園、保育園の団体等からかねて必要性が訴えられてきた公定価格のシミュレーションの

ための試算ソフト（エクセル）が10日に文科省・厚労省の幼保連携推進室ＨＰにて公開されました。公開されたのは

幼稚園・保育所・認定こども園の３事業で、新制度における形態等を検討する際の収入シミュレーションするための

ものです。なお、小規模保育や家庭的保育といった他の事業については、随時掲載されるとのことです。

このほか、内閣府ＨＰ等にて公定価格に関するＦＡＱ及び事業者向けＦＡＱが示されるなど、情報更新が頻繁に行

われており、今後もその動向が注目されます。 （参考：幼保連携推進室ＨＰ/内閣府ＨＰ）

子ども・子育て支援新制度における公定価格仮単価が示される

～「0.7兆円の範囲で実施する事項」を反映させる前後の２種類の単価～
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◆５月29日、「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月

以下「平成12年通知」いう。）が一部改正され、通知されまし

た。公益性の高い事業を主たる事業とする非営利法人であり、

公的規制を受ける一方で公的助成を受ける社会福祉法人の性格

に鑑み、「国民に対して経営状態を積極的に公表し、透明性を

確保することは法人の責務」「福祉サービスの利用希望者にと

って、法人の経営情報はサービスを選択する上で重要な判断要

素となる」との考えのもと、平成12年通知の改正により法人の

経営情報の公表と所轄庁への提出手続きの取扱いを定めたもの

です。

≪主な改正内容≫

現況報告書

貸借対照表及び

収支計算書

改正前 様式例であり書面提出 書面提出

26年度提出分

エクセル形式で提出

（PDF、書面提出も可）

27年度以降提出分 エクセル形式で提出

エクセル形式で提出

※統一的な報告様式

現況報告書については、従前は様式例であったものが統一的

な報告様式として位置づけられました。また各提出書類をエク

セル形式で所轄庁へ提出することとされ、様式のエクセルファ

イルも配付されていますが、26年度提出分（25年度決算分）の

貸借対照表と収支計算書については、ＰＤＦや書面での提出も

可能とする経過措置が取られています。

公表については、インターネットを活用して現況報告書と添

付書類である貸借対照表及び収支計算書を公表しなければなら

ないこととし、公表に際してはデータの改ざん防止や個人情報

保護に配慮するよう求めています。

なお、提出書類は新会計基準でいう第１号・第２号・第３号

の１～４様式すべてを求めていますが、公開するものはそれぞ

れ１様式と２様式のみを求めています。また新会計基準を適用

していない場合には、これらに準ずる書類で可とする、として

います。

社会福祉法人の情報公開については、この通知改正をもって

大きく進むことになりそうです。 （参考：厚労省ＨＰ）

保育士等処遇改善臨時特例事業

～26年度の要綱が示される～

◆厚労省は５月29日、平成26年度の保育緊急確保

事業の実施要綱が発出されました。平成25年度に

安心こども基金を活用した事業として実施された

「保育士等処遇改善臨時特例事業」は今年も実施

されますが、昨年度10／10国庫負担であったもの

が今年は国庫３／４、都道府県１／８、市町村も

１／８の負担率とされ、昨年度とは異なる制度で

実施されることになりました。また、昨年度批判

の多かった「施設間流用不可」の取扱いについて

は、本年度は「可能」と改められ、使い勝手の悪

さはある程度解消されたようです。施設間流用の

範囲については、担当課から口頭で「市町村・都

道府県が異なっていても流用しても差し支えな

い」との回答を得ています。しかし自治体によっ

ては処遇改善の上乗せを行っているところもあり、

各自治体がこれから定める実施要綱に基づいて事

業が実施されることから、各自治体の取扱いに注

意が必要です。 (参考：厚労省ＨＰ）

「社会福祉法人の認可について」が改正

～現況報告書様式と情報公開について～

社会福祉法人の不正報道が話題に

～理事長による社福の私物化と～

◆朝日新聞では、社福の不正などをテーマとした

記事を連載しており、各所で話題になっています。

この中では、制度上はあり得ない理事長による社

福法人の売買や、社会福祉事業の用に供するため

に寄付された土地の転売、実際に開いていない理

事会の議事録捏造などの不正が特集されています。

同社調べでは「私的流用」「不正請求」「理事会

の形骸化」等、社福が行政処分を受けた事例が、

直近５年間で全国に56件あったということです。

社福の社会貢献義務化やガバナンスの強化が求

められてきている中、社福の健全経営を支援する

ことで、利用者が安心して利用できる環境整備に

寄与することが、当会にとっての社会的使命と言

えそうです。 (参考：朝日新聞デジタル）


